
令和7年分

株式等の譲渡所得等の申告のしかた

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成・e‐Taxで送信！

自宅から納付可能
PCやスマホから簡単手続
現金の準備が不要

キャッシュレス納付で待ち時間不要！

PAY
NET BANK

○ 「確定申告書等作成コーナー」では、株式の売却損益や受け取った配当
等に係る申告書を、スマホで簡単に作成することができます。
○ マイナポータル連携を利用することで、申告書を作成する際に特定口座
年間取引報告書の記載内容（金額・証券会社情報など）が自動入力されます。

株式や配当はスマホでも申告できます！
▷作成はこちら

○ 令和７年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和８年２月
16日（月）から同年３月16日（月）までです。
　　なお、還付申告書は、令和８年２月13日（金）以前でも提出できます。
○ 令和７年分の所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和８年３月16日（月）です。

マイナちゃん

○ 確定申告書等作成コー
ナーの操作方法などを動
画でご案内しております。

確定申告でお困りのときは

▷納付手続については
こちら

動画で見る確定申告

○ お問合せ内容をメニューから
選択するか、文字を入力いただ
くことにより、AI（人工知能）
を活用して自動で回答を表示し
ます。

税務相談チャットボット

税務職員ふたば

39 40 41 42 43

�

39 40 41 42 43

�

39 40 41 42 43

�

39 40 41 42 43

�

39 40 41 42 43

�

メリット　たくさん

自宅から
申告可能

※メンテナンス時間を除きます

24時間
利用可能

受信通知から
いつでも内容確認

添付書類
提出不要

早期還付
（3週間程度で還付）

※一部の書類を除きます
イメージデータによる提出も可能

※書面提出の場合は
1か月～1か月半程度で還付

▷デジタル庁公式note

※ マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。
有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等のご利用ができません。特に、確定申告期は、更新窓口（市区町村）
の混雑が予想されますので、お早めに更新手続をお願いします。
　　有効期限や更新手続等の詳細は、「デジタル庁公式 note」をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a01
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=leaflet_qr
https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552

